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(証券コード：8886) 

平成 24 年８月 10 日 

株 主 各 位 
 

 
名古屋市中区栄四丁目５番３号 

 
代表取締役 前 田 和 彦 

 

第 30 回定時株主総会招集ご通知に際しての 

インターネット開示事項のご案内 

 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当社第 30 回定時株主総会招集のご通知に際して、株主の皆様に提供す

べき書類のうち、下記の事項に係る情報につきましては、法令及び定款に基づ

き、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.woodfriends.co.jp）

への掲載によりご提供させていただきますので、ご高覧賜りますようお願い申

し上げます。 

敬具 

 

記 

 

インターネット開示事項 

１．事業報告の「会計監査人に関する事項」 

２．事業報告の「業務の適正を確保するための体制」 

３．計算書類の「個別注記表」 

 
以 上 

 

◎インターネット開示事項のうち、個別注記表は会計監査人が会計監査報告

を作成するに際して監査をした計算書類の一部であります。したがって、

第30回定時株主総会招集ご通知の添付資料には個別注記表を記載しており

ません。 
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１．事業報告の「会計監査人に関する事項」 

(1) 名称 

有限責任 あずさ監査法人 

 

(2) 報酬等の額 

  報 酬 等 の 額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 17,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額 
17,000千円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と

金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら

ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の

報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

 

(3) 非監査業務の内容 

該当事項はありません。 

 

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は、監査役会の

請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的と

することといたします。 

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計

監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任

後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解

任の理由を報告いたします。 

 

(5) 責任限定契約の内容の概要 

該当事項はありません。 
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２．事業報告の「業務の適正を確保するための体制」 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての基本方針は以下の

とおりであります。 

 

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

① 当社はコンプライアンスに基づく企業倫理、経営環境の激しい変化に

対応するため経営組織体制の構築の重要性を認識し、内部統制システ

ムの充実を最も重要な経営課題の一つと位置づける。 

② 役職員が、法令および定款を遵守して職務の執行を行い、かつ企業の

社会的責任を果たすため、代表取締役が全役職員に、経営方針及び行

動指針の趣旨を繰り返し伝える。 

③ 内部監査部門を社長直轄組織とし、各部署の業務が法令・定款に基づ

いて実施されているかどうかを計画的に監査する。 

④ 法令違反を早期に発見し、自浄作用を働かせるため、内部通報制度を

運用する。 

 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報及び文書は、「文書管理規程」に基づき

適切に記録・保存・管理の運用を実施する。なお、取締役および監査役

は、いつでも当該情報を閲覧することができるものとする。 

 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 各部門長は、職務権限規程により付与された権限の範囲で職務を遂行

し、その権限を超える場合は、稟議規程等の定めに従って取締役の許

可を要することにより、事業の損失（リスク）を管理する。 

② 事業遂行部門に対する内部牽制機能を担う部門として管理部を位置づ

け、各事業のリスクを監視する。 

③ 内部監査室はリスク管理の状況に関して調査を行い、代表取締役、財

務報告担当取締役ならびに監査役に報告する。その報告に基づき問題

点の把握を行い、リスク管理体制の見直しを行う。 

 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 定期の取締役会を月１回開催し、かつ必要に応じて随時取締役会を招

集できる体制をとることにより、重要事項の決定を迅速に行う。 

② 中期経営計画および年度計画を定め、当社として達成すべき目標を明

確化する。 

③ 主要部長クラス以上の者で構成する業務遂行の審議機関である経営会

議を月１回開催し、意思決定の迅速化を図る。 
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(5) 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制 

① 子会社管理規程を定め、権限を適切に委任するとともに、当社への報

告・事前付議事項の基準を明確にして、適切な子会社管理を実施す

る。 

② 子会社との連絡会議を月１回開催し、当グループとしての適切な経営

判断を行う。 

③ 当社の内部監査室は、定期的または随時、子会社に対する監査を実施

する。 

 

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関

する事項 

① 内部監査室に所属する者は、監査役の求めに応じて監査役の補助業務

を行う。 

② 前項の他、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた

場合には、監査役の意見をできるだけ尊重した上で人選し、その者を

配置する。 

③ 監査役より監査業務に必要な指示を受けた当該使用人は、当該指示に

関して取締役による指揮命令は受けず、取締役から独立してその職務

を遂行する。 

 

(7) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への

報告に関する体制 

① 取締役及び使用人は、当社または当社グループに対して著しい損害を

及ぼす事実、重大な法令違反・定款違反が発生した場合あるいはそれ

らの発生を予見した場合には、速やかに監査役に報告する。 

② 監査役は、取締役会の他、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役

および使用人に対して、業務執行状況の報告を求めることができる。 

 

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 監査役３名のうち２名は社外監査役とし、対外的に透明性を確保す

る。また、社外監査役が社内情報を把握するために、取締役会の運営

事務局である管理部が、社外監査役の要請に応じてサポートを行う。 

② 監査役は定期的に代表取締役と意見交換を実施する。 

③ 監査役は監査の実効性を確保するため、必要に応じて、弁護士や公認

会計士などの社外専門家を活用することができる。 
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(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制 

当社および当グループにおける財務報告の信頼性を確保するため、金融

商品取引法及び関連する法令等に準拠した財務報告に係る内部統制システ

ムを整備するとともに、運用状況における有効性の向上を図る。 

 

(10) 反社会的勢力の排除に向けた体制 

当社およびグループは、市民生活や企業の健全な活動に脅威を与える反

社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求・妨害

行為に対しては、警察や弁護士などの外部専門機関と緊密な連携の下、組

織全体として毅然とした態度で対応する。 
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３．計算書類の「個別注記表」 
 

（重要な会計方針） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算出） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 販売用不動産・仕掛販売用………

不動産・未成工事支出金 

個別法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

(2) 仕掛品………………………………

 

総平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

(3) 商品・原材料……………………… 月次移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産……………………… 建物（建物附属設備を除く） 

（リース資産を除く） イ 平成10年３月31日以前に取得したもの 

 旧定率法 

 ロ 平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの

 旧定額法 

 ハ 平成19年４月１日以降に取得したもの 

 定額法 

 建物以外 

 イ 平成19年３月31日以前に取得したもの 

 旧定率法 

 ロ 平成19年４月１日以降に取得したもの 

 定率法 

 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定す

る方法と同一の基準によっております。 

ただし、事業用借地上の建物等については、当該契約期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産………………………

（リース資産を除く） 

ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によっております。 

(3) 長期前払費用……………………… 均等償却によっております。 

(4) リース資産………………………… 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採

用しております。 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。 

ただし、リース取引開始日が平成20年５月31日以前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 
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４．引当金の計上基準 

(1) 完成工事補償引当金……………… 引渡済建物の瑕疵担保責任に基づく補償費の支出に備えるため、

過去２年間の実績を基礎に、将来の補償を加味した金額を計上し

ております。 

(2) 貸倒引当金………………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により算定した回収不能見込額を、また貸倒懸念債権等特

定の債権については回収可能性に応じた個別必要見積額を計上す

る方法によっております。 

(3) 役員退職慰労引当金……………… 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上しております。 

 

５．収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の……

計上基準 

当事業年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められ

る工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比

例法）を、工期がごく短いもの等その他の工事については、工事

完成基準を適用しております。 

 

６．消費税等の会計処理 

税抜方式によっており、控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 

（追加情報） 

当事業年度の期首以降行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しておりま

す。 
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（貸借対照表関係） 

１．関係会社との金銭債権及び金銭債務    短期金銭債権 1,073,358千円

（区分掲記されたものを除く）      短期金銭債務 60,559千円

長期金銭債務 3,698千円

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 455,397千円

 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。 

 

３．担保に提供している資産 販売用不動産 4,867,229千円

 仕掛販売用不動産 2,935,769千円

 未成工事支出金 500,341千円

 土地 385,940千円

 建物 333,212千円

 機械装置 15,550千円

 関係会社株式 7,000千円

 計 9,045,043千円

 

  

上記に対応する債務 短期借入金 6,929,710千円

 １年内返済予定長期借入金 124,480千円

  長期借入金 292,040千円

 計 7,346,230千円

 

 

４．保証債務 子会社の金融機関からの借入金 2,014,825千円

 子会社の取引先からの仕入債務 3,866千円

 販売顧客の金融機関からの借入金 698,296千円

 計 2,716,987千円

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引高     営業取引の取引高 3,211,609千円

営業取引以外の取引高 129,819千円

 

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額

                売上原価 8,083千円
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（株主資本等変動計算書関係） 

１．当事業年度の末日における発行済株式の数 14,800株

 

２．自己株式の数に関する事項 

株 式 の 種 類 
前事業年度末の 

株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数（株）

当事業年度 

減少株式数（株）

当事業年度末の 

株式数（株） 

普 通 株 式 248 ― ― 248 

  

 

３．配当支払額 

決 議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基 準 日 効力発生日 

平成23年８月26日 

定 時 株 主 総 会 
普 通 株 式 101,864 7,000

平成23年 

５月31日 

平成23年 

８月29日 

 

４．当事業年度の末日後に行う剰余金の配当 

決 議 株式の種類 

配当金の

総額 

（千円）

配当の 

原資 

１株当たり

配当額

（円） 

基 準 日 効力発生日 

平成2 4年８月2 8日 

定 時 株 主 総 会 
普 通 株 式 72,760 利益剰余金 5,000

平成24年 

５月31日 

平成24年 

８月29日 

 

（リース取引関係） 

（借主側） 

（1）所有権移転ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

岐阜工場における集成材製造及びプレカット設備（機械及び装置）であります。 

② リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

（2）所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

主として岐阜工場における動力用設備（建物、構築物）であります。 

② リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 
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（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産）   

貸倒引当金繰入超過 51,891千円

役員退職慰労引当金繰入超過 39,790千円

減損損失否認 36,418千円

完成工事補償引当金繰入超過 28,237千円

減価償却超過 24,884千円

未払賞与 20,090千円

その他 43,898千円

評価性引当額 △76,009千円

繰延税金資産合計 169,200千円

（繰延税金負債）   

その他 1,205千円

繰延税金負債合計 1,205千円

繰延税金資産の純額 167,995千円

 

（追加情報） 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平

成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以

後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりまし

た。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.6％か

ら、平成24年６月１日に開始する事業年度から平成26年６月１日に開始する事業年度に解消が見込ま

れる一時差異については37.7％に、平成27年６月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一

時差異については35.3％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金

額を控除した金額）は19,158千円減少し、法人税等調整額が同額減少しております。 

 

（関連当事者取引関係） 

子会社及び関連会社 

関 係 内 容

種 類 
会 社 等 の 

名 称 
住 所 

事業の 

内 容 

議決権等の

所有(被所有)

割合(％)
役 員 の

兼 任 等

事 業 上

の 関 係

取引の内容
取 引 金 額 

( 千 円 ) 
科 目 

期末残高

( 千 円 )

建物の建築請負（注）１ 2,636,370 完成工事未収入金 
1,022,14

9

資金の貸付（注）２ 195,800 短期貸付金 513,300子会社 
株式会社 

フォレストノート 

名古屋市

中 区 

分譲住宅

の販売等 

100.0

(－)

兼任

４名

同社分譲住宅

の施工及び

資金貸付 資金の貸付による

利息の受取（注）２
13,099 － － 

－ － 長期貸付金 367,500

子会社 
森林公園ゴルフ場

運営株式会社 

名古屋市

中 区 

ゴルフ場

施設の

運営受託 

70.0

(－)

兼任

１名
資金貸付 資金の貸付による

利息の受取（注）２
20,755 － － 

資金の貸付（注）２ 150,000 短期貸付金 348,000

子会社 

株式会社

Design& 

Construction 

名古屋市

中村区 

中古住宅

の販売 

100.0

(－)

兼任

２名
資金貸付 資金の貸付による

利息の受取（注）２
10,671 － － 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

１．取引条件については、一般取引条件と同様に決定しております。 

２．資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりま

せん。 

３．上記取引金額には、消費税等が含まれておりません。 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に関する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については主として銀行借入に

よる方針であります。 

② 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制 

営業債権である完成工事未収入金及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該

リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。 

投資有価証券は、主として取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格のリスクに晒さ

れておりますが、定期的に時価を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見

直しております。 

営業債務である工事未払金及び買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。借入金及び社

債は主として営業取引に係る資金調達であります。なお、借入金の一部については変動金利であ

るため、金利変動のリスクに晒されておりますが、主として営業取引に係るものであり、金利動

向を随時把握し、事業計画に織り込むことにより適切に管理しております。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

当事業年度末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、重要性の乏しいものは以下に含めておりません。 

  
貸借対照表 

計上額（千円）

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

（1）現金及び預金 1,434,278 1,434,278 －

（2）完成工事未収入金 1,109,818 1,109,818 －

計 2,544,096 2,544,096 －

（1）工事未払金 1,376,049 1,376,049 －

（2）短期借入金 7,167,060 7,167,060 －

（3）社債（１年内償還予定を含む。） 1,023,200 1,023,365 165

（4）長期借入金（１年内返済予定を含む。） 791,962 791,962 －

計 10,358,271 10,358,437 165

（注）１．金融商品の時価の算定方法 

資産 

（1）現金及び預金並びに完成工事未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。 

負債 

（1）工事未払金及び短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。 

（2）社債（１年内償還予定を含む。）及び長期借入金（１年内返済予定を含む。） 

元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方

法によっております。 

 

２．金銭債権の当事業年度末日後の償還予定額 

 
１年以内 

（千円） 

１年超５年以内

（千円） 

５年超10年以内

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 1,434,278 － － － 

完成工事未収入金 1,109,818 － － － 

 

３．社債及び長期借入金の当事業年度末日後の返済予定額 

 
１年以内 

（千円） 

１年超５年以内

（千円） 

５年超10年以内

（千円） 

10年超 

（千円） 

社 債 242,200 748,000 33,000 － 

長期借入金 179,428 499,962 112,572 － 
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（１株当たり情報関係） 

１．１株当たり純資産額     298,062.92円

２．１株当たり当期純利益     19,855.88円

 

（重要な後発事象関係） 

該当事項はありません。 

 


